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教育基本法案

教育基本法改正 第３条（生涯学習の理念）

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生
涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成
果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

併せて、生涯学習関連法の改正が求められているところ。

・生涯学習の“評価制度”の創設を検討。
・また、”評価制度“を活用した、高度な資格を創設し、地域で活躍する人材育成に
資することも要検討。
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検討すべき論点

Ａ：評価制度の必要性

Ｂ：誰が、Ｃ：何を対象に、Ｄ：どのような基準で、
Ｅ：どのような手続に基づいて、評価するのか

Ｆ：評価されたものの扱い

Ｇ：評価の効果


	学習成果の評価の在り方に関する作業部会における検討資料（案）
	教育基本法案
	検討すべき論点


